
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 東神戸地区（深江浜町）防潮施設補強工事（その 2） 

 

工事概要（変更なし） 

当初 ：防潮施設補強 L=1,783m 

変更後：防潮施設補強 L=1,783m 

 

工期 

当初 ：令和 2 年 12月 29日から令和 3年 7月 31日まで 

変更後：令和 2 年 12月 29日から令和 3年 8月 31日まで 

設計変更の理由 

仮設工について、当初設計では、深江浜町 1 号線沿いの既設防潮壁の嵩上げ施工に

際し、歩道部を占用し西側車線を規制した上で歩行者導線を確保する計画であったが、

関係者との協議の結果、深江浜町 1 号線東側での自転車レーンおよび電線共同溝整備

工事により東側歩道が規制され、西側歩道に歩行者導線が集中することに加え、登下

校時等の通行量が多いことが実態としてあることから、通学路としての機能を含む歩

行者の安全確保のため現状の導線を維持するよう要望を受けた。そのため、十分な作

業空間を確保し、施工性を向上させる目的から、防護フェンスおよび工法変更による

枠組足場の設置が必要となった。 

既設護岸補修について、一部既設目地の開きが大きい箇所に対して、当初計画して

いた目地開き対策に加えてコンクリート充填および止水対策を行うこととした。 

ポンプ場管理者との協議の結果、ポンプ場の既設階段本体を取り外す手間および既

設土台部を含む改良の必要が生じた。また、関係者との協議の結果、目地開き対策施

工に障害となる既設階段を改良する必要が生じた。 

 工期延期については、雨水排水対策工施工に際し企業調整を行った結果、企業の操

業に支障がないよう 8月中旬頃の施工となったため、31日工期を延長する。 

 


